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（参考5）携帯電話番号の有効利用に向けた電気通信番号に係る制度の在り方
平成27年12月17日情報通信審議会答申（抜粋）

第４章 その他

以上に述べてきたように、M2M等専用番号の導入や携帯電話番号の指定基準の見直しを

行っても、携帯電話番号のひっ迫（不足）が生じる場合も考えられる。したがって携帯電話
番号（090/080/070）と隣接している060番号については9,000万番号が未指定の状態となっ
ているため 、携帯電話番号の需要やM2M等専用番号の利用動向を踏まえつつ、将来的に携
帯電話番号として使用することも見据えて留保しておくことが適当である。

また、0AB0番号帯の一部は付加サービス向けに使用してきており、0800番号は着信課金
サービスを識別するための番号として使用されているところ、0900番号及び0700番号につ
いても付加サービスに用いるべきとの考え方も取り得る。一方、0900番号及び0700番号は

未使用であるところ、番号のひっ迫状況によっては、将来的に携帯電話向けに使用するべき
との判断もあり得るため、引き続き留保しつつ、番号の使用状況全般を注視していくことが
適当である。
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○ 電 気 通 信 番 号 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 八 十 二 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表           （ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

  

別表第一 別表第一 

 第一号～第八号 （略） 第一号～第八号 （略） 

第九号（第10条第１項第１号関係）  第九号（第10条第１項第１号関係） 

 600ＤＥＦＧＨＪＫ 

ただし、ＤＥＦは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごと

に定められる数字とする。 

  60ＣＤＥＦＧＨＪＫ（Ｃは0を除く。） 

ただし、ＣＤＥＦは、総務大臣の指定により電気通信事業者ご

とに定められる数字とする。 

 

注 英字は、十進数字とする。 注 英字は、十進数字とする。 

 第十号～第十二号 （略）  第十号～第十二号 （略） 

  

 

   附 則 

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 



 

○ 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 交 付 金 及 び 負 担 金 算 定 等 規 則 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

  

別表第11（第25条関係） 別表第11（第25条関係） 

 電気通信番号の種別 対象となる電気通信番号   電気通信番号の種別 対象となる電気通信番号  

 １～７ （略） （略）   １～７ （略） （略）  

 ８ 電気通信番号規則第10条

第１項第１号に規定する電

気通信番号 

600ＤＥＦＧＨＪＫ   ８ 電気通信番号規則第10条

第１項第１号に規定する電

気通信番号 

60ＣＤＥＦＧＨＪＫ  

 ９・10 （略） （略）   ９・10 （略） （略）  

注１・２ （略） 注１・２ （略） 

  

 

   附 則 

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 



 

○ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表       （ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行 

  

様式第28（第８条関係） 様式第28（第８条関係） 

第１表 （略） 第１表 （略） 

第２表 第２表 

          

  電気通信番号の使用状況報告（０ＡＢ～Ｊ番号以外）     電気通信番号の使用状況報告（０ＡＢ～Ｊ番号以外）   

  年３月31日現在     年３月31日現在   

  事業者名           事業者名         

  電気通信番

号の種別 

番 号

使用数 

番号未

使用数 

番 号

休止数 

番号ポー

タビリテ

ィに係る

番号使用

数 

ＦＭＣサ

ービスに

係る番号

使用数 

    電気通信番

号の種別 

番 号

使用数 

番号未

使用数 

番 号

休止数 

番号ポー

タビリテ

ィに係る

番号使用

数 

ＦＭＣサ

ービスに

係る番号

使用数 

  

                    

                    

                    

                    

  合 計          合 計        

                    

 注１ 電気通信番号規則第９条第１項第２号から第５号まで及び第10条第１

項各号に規定する電気通信番号について記載すること。 

 注１ 電気通信番号規則第９条第１項第２号から第５号まで及び第10条第１

項各号に規定する電気通信番号について記載すること。 

  ２ 「電気通信番号の種別」の欄は、「091」、「070／080／090」、

「020Ｃ」（Ｃは０及び４を除く十進数字とする。）、「0204」、

「881」、「0600」、「050」又は「0ＡＢ0」を記載すること。 

  ２ 「電気通信番号の種別」の欄は、「070／080／090」、「020Ｃ」（電

気通信番号規則第９条第１項第３号の２に規定する電気通信番号）、

「0204」（電気通信番号規則第９条第１項第４号に規定する電気通信番



 

号）、「881」、「091」、「060」、「050」又は「0ＡＢ0」を記載する

こと。 

３～８ （略） ３～８ （略） 

第３表 （略） 第３表 （略） 

  

様式第29（第９条関係） 様式第29（第９条関係） 

      

  電気通信番号の使用状況報告等     電気通信番号の使用状況報告等   

  年  月末現在     年  月末現在   

  事業者名           事業者名         

  電気通信番

号の種別 

電気通信

番号 

自社が指定を受

けた電気通信番

号 

他事業者が

指定を受け

た電気通信

番号 

(4) 算定

対象電

気通信

番号数 

(1)－(2)

＋(3) 

    電気通信番

号の種別 

電気通信

番号 

 

自社が指定を受

けた電気通信番

号 

他事業者が

指定を受け

た電気通信

番号 

(4) 算定

対象電

気通信

番号数 

(1)－(2)

＋(3) 

  

  (1) 番号使用数 (3) 番号ポ

ータビリ

ティによ

り自社の

最終利用

者に用い

られてい

るもの 

    (1) 番号使用数 (3) 番号ポ

ータビリ

ティによ

り自社の

最終利用

者に用い

られてい

るもの 

  

   (2) うち呼

転送機能等

により最終

利用者に見

えない形で

用いられて

いるもの 

     (2) うち呼

転送機能等

により最終

利用者に見

えない形で

用いられて

いるもの 

  

  １～４ 

（略） 

（略）         １～４

（略） 

（略）       

  ８ 電気通

信番号規

則第10条

600から

始まる電

気通信番

        ８ 電気通

信番号規

則第10条

60から始

まる電気

通信番号 

      



 

第１項第

１号の電

気通信番

号 

号 第１項第

１号の電

気通信番

号 

  ９・10 

（略） 

（略）         ９・10 

（略） 

（略）       

  合 計         合 計       

      

注１～５ （略） 注１～５ （略） 

  

 

附 則 

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 




